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Information on the city to you ｛今月のお題は・・・｝｛市の話題を細かくじっくり・・・｝Series of topic
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解体が進む搦手門跡石垣
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や
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去
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め
、
８
月
に
石
垣
の
解
体
作
業
に
着
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て
い
ま
す
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い
ま
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ま
た
、
石
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面
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介
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之
丸
南
面
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側
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。

　

11
月
か
ら
は
、
年
度
内
の
修
復
を
目
指
し
て
、
石
垣
の

積
替
工
事
に
着
手
す
る
予
定
で
す
。

　

本
市
の
シ
ン
ボ
ル
小
峰
城
。

　

東
日
本
大
震
災
で
石
垣
が
崩
落
し
、
現
在
、
修
復

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

「
小
峰
城
石
垣
再
生
へ
の
歩
み
」
で
は
、
修
復
作

業
の
様
子
や
再
生
に
向
け
た
取
り
組
み
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

問文化財課（歴史民俗資料館）☎㉗2310
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歴史と伝統を活
い

かしたまちづくり「れきしら広報白河編」！

　　円明寺地内に、「小南湖」と呼ばれる場所があります。こ円明寺地内に、「小南湖」と呼ばれる場所があります。こ
こには、江戸時代に白河藩の歴代藩主を供養するこには、江戸時代に白河藩の歴代藩主を供養する菩菩
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矩矩・・基基
も と ち かも と ち か

知知父子や、元禄期の藩主松父子や、元禄期の藩主松
平平忠忠

た だ ひ ろた だ ひ ろ

弘弘の子、の子、清清
き よ て るき よ て る

照照の墓があります。の墓があります。
　明治43年（1910）ごろに池の改修や桜、楓の植栽な　明治43年（1910）ごろに池の改修や桜、楓の植栽な
どが行われ、公園として整備されました。大正期になり、どが行われ、公園として整備されました。大正期になり、

周辺に周辺に割割
か っ ぽ うか っ ぽ う

烹烹旅館が立ち並ぶと、旅館が立ち並ぶと、
多くの人でにぎわいをみせま多くの人でにぎわいをみせま
した。した。
　市では、この小南湖を、ま　市では、この小南湖を、ま
ちなか回遊の拠点となるようちなか回遊の拠点となるよう
整備しています。９月末には、整備しています。９月末には、

■白河藩主が眠る「小南湖」

小峰城を大改修・初代藩主丹羽長重

問本庁舎まちづくり推進課☎問本庁舎まちづくり推進課☎㉒㉒1111　内27471111　内2747

ＶＯＬ．２

歴史 探そうを

　情報公開制度は、市民の皆さんに市政に対する理
解と信頼を深め、市政に参加していただくために、
市が保有する行政情報を請求に応じて公開する制度
です。
《情報公開を請求できる方》
①市内に住所がある方
②市内に事務所や事業所がある個人・法人、その他
の団体

③市内の事務所や事業所に勤務する方
④市内の学校に通学する方
⑤市が行う事務や事業に利害関係がある方

　個人情報保護制度は、市が保有する個人に関する
情報を適正に管理するルールを定め、開示および訂
正などを請求する権利を保障する制度です。
《個人情報の開示を請求できる方》
　どなたでも公文書に記載されているご自身に関す
る個人情報の開示を請求することができます。

～情報公開・個人情報保護制度～

区分 請求件数
処理状況（内訳）

公開・
開示

部分公開・
部分開示

非公開・
非開示 不服申立て

公文書
公開 12件 ５件 ７件 ０件 ０件

個人情報
開示 19件 19件 ０件 ０件 ０件

　※部分公開決定および非公開決定とされた方で不服がある場合は、
　　60日以内に不服申立てをすることができます。

※郵送を希望される方は別途郵送料　
　が必要です。 

　公文書の公開または個人情報の開示の請求は、本
庁舎総務課・各庁舎地域振興課で受け付けています。
　また、個人情報の内容が事実でないときや本来の
目的以外の利用がなされた場合は、訂正・利用停止
を請求することができます。　

（例）公文書公開の流れ

《平成25年度》

および非公開決定とされた方で不服

公開の請求 部分公開決定通知

非公開決定通知

公開決定通知
決定のお知らせ

※原則として、請求を受理
した日から15日以内に公
開・部分公開・非公開を
決定し、その結果をお知
らせします。

１ モノクロコピー（Ａ3判以下） 1枚につき10円

２ カラーコピー（Ａ３判以下） １枚につき100円

３ １、２以外の方法による写し
写しの作成に要す
る費用

《書類の写しを交付する場合》

《書類を閲覧する場合》

無  料

　今月号では、市が取り組む情報公開制度と個人情報保護制度の内容および
運用状況をお知らせします。

問本庁舎総務課☎㉒1111　内2312

おお知

■情報公開制度　 ■個人情報保護制度　

■情報公開・個人情報開示運用状況　

■請求から公開までの流れ　

※※

知

老朽化が進んでいた丹羽長重廟の修復工事が完了しまし老朽化が進んでいた丹羽長重廟の修復工事が完了しまし
た。今後は、園路や湖沼など周辺環境の整備を進めていた。今後は、園路や湖沼など周辺環境の整備を進めてい
きます。きます。

　　丹羽長重（1571 ～1637）は、丹羽長重（1571 ～1637）は、織織
お だお だ

田田信信
の ぶ な がの ぶ な が

長長、、豊豊
と よ と みと よ と み

臣臣秀秀
ひ で よ しひ で よ し

吉吉
に仕えた丹羽に仕えた丹羽長長

な が ひ でな が ひ で

秀秀の子として岐阜で生まれました。「関ヶの子として岐阜で生まれました。「関ヶ
原の戦い」の直前、原の戦い」の直前、前前

ま え だま え だ

田田利利
と し な がと し な が

長長（徳川方）と争い、所領（徳川方）と争い、所領
を没収されましたが、その後、徳川幕府が成立すると、を没収されましたが、その後、徳川幕府が成立すると、
常常
ひ た ち の く に ふ つ とひ た ち の く に ふ つ と

陸国古渡陸国古渡１万石を与えられて復活。元和８年（1622１万石を与えられて復活。元和８年（1622））
に棚倉藩５万石、そして寛永４年（1627）白河藩の成に棚倉藩５万石、そして寛永４年（1627）白河藩の成
立とともに10万石余で立とともに10万石余で入入

にゅうほうにゅう ほ う

封封しました。白河に入封した長しました。白河に入封した長
重は、直ちに侍屋敷の拡張を行い、その後小峰城の大改重は、直ちに侍屋敷の拡張を行い、その後小峰城の大改
修に着手。城下町の改修・整備なども行い、現在の市街修に着手。城下町の改修・整備なども行い、現在の市街
地の町割などの基礎をつくりました。地の町割などの基礎をつくりました。


